
祭りメシ
おいしく事故なく

これ基本
聞いて安心

聞かなきゃ損々

メニューや調理工程

営業許可や届出の要否

生ものを含むメニュー（寿司・刺身丼・生肉…）や複雑な調理を伴うメニュー、
１つの仮設店舗での多品目調理は食中毒のリスクが高まります。

行事の種類や出店者によっては、営業許可や営業届出が必要です。
知らずに行事を開催してしまうと、食品衛生法に触れる可能性があります。

行事開催届 祭りの食品衛生相談事業

○○祭り実行委員会

やばいな、やっぱ止めとく？

「無許可の屋台が出店した祭り」なんて炎上するかも…

お祭りといえば祭りメシでしょ！

ジュージュー焼きそば フワフワ綿あめ

あぁ、よだれが…

でも、食中毒とか起こしたらどうする

何かあったら、責任とるのうちらだよ

食品安全推進キャラクター
「ハムップ店長」

川崎区 044-201-3221 幸 区 044-556-6683 中原区 044-744-3273 高津区 044-861-3323

宮前区 044-856-3272 多摩区 044-935-3308 麻生区 044-965-5164

健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所（北部市場内施設） 044-975-2245

令和５年２月発行

とある祭りを計画中…

※事故が起きると、患者の身体的負担は
もとより、主催者・出店者には保健所等
の調査対応や患者への補償など大きな
負担が生じかねません。

その送信、ちょっと待って！

祭り(行事)での食品提供の事故を
防止する相談窓口があります

こんなことを聞けるので、事故防止にご活用ください

出店者向けの講習会の講師派遣も承っています

問合せは行事の開催場所を所管する区役所衛生課まで

相談
無料

↑解説動画はコチラ↑



※令和５年４月から、オンラインでも届出ができるようになります。オンラインでは、
各書類をデータで添付し、書類確認やアドバイスも原則オンラインや電話で行います。

① 行事開催届 …「主催者情報・行事概要(場所・日時・施設数など)・行事の種類」を記載する書類

② 「出店概要書」の写し…出店者が主催者に提出する「出店概要書」の写し（コピー）

③ 開催場所の配置図…出店施設の配置や手洗い設備・トイレ等の場所が分かる会場マップ
※開催場所の目印になるもの（○○広場・○○橋・校舎など）を記載してください。

☆営業許可や届出の要否の判断に行事の種類が関係するため、実施計画書や実施要領などの行事の
概要が分かる書類を、①～③と併せてご準備いただくことがあります。

・市民や市域を対象として開催される各種イベント情報を行政、民間等の隔てなく、
また、イベント規模の大小に関わらず、地域情報として一体的に発信することを
目的として、「かわさきイベントアプリ」を2017年4月から提供しています。

・イベントを主催する、またはイベント情報を収集等している事業者・団体等の皆様、
「かわさきイベントアプリ」を通じて、いっしょにイベント情報を発信しませんか。

・情報掲載料等は無料です。
・問合せ先：川崎市総務企画局デジタル化推進室

電話 044-200-2077 メール kawasaki-ap@city.kawasaki.jp

・保健所は「安全・安心な行事」を開催できるように、次の視点でアドバイスを
しています。
①来場者が食中毒等で苦しまないように
②主催者・出店者が法令を遵守できるように

・このため、出店計画変更の検討や食品衛生法に基づく営業許可の取得等
について、お願いすることがあります。

・面倒と感じられるかもしれませんが、食品を取り扱う責任を確認いただき、
アドバイスを活かした安全・安心で楽しい行事を開催してください。

相談は２種類！組み合わせると効果的

保健所からの

行事の広報（かわさきイベントアプリ）

詳細は川崎市ホームページをご覧ください
かわさきイベントアプリの情報登録者（事業者・市民団体等）募集！
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000084590.html

詳細や様式データは川崎市ホームページをご覧ください
行事における食品の提供について
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140232.html

①計画前の事前相談

②開催前の行事開催届
行事開催届を提出いただくと、各出店施設のメニューや調理内容について
具体的なアドバイスが受けられます。
各種発注のキャンセル可能期間後では、出店内容などを変更できないので、
開催の２週間前までの届出がおススメです！

願

相

広

祭り(行事)を計画するにあたって、「会場にどのような設備があったらいいか」
「どのような出店が安全か」などのアドバイスを受けられます。
開催日直前やチラシを刷った後では開催計画を変更できないので、計画前の相談が
おススメです！

行事開催届


